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学校にタブレットが導入されて、授業

の内容やお子さんの勉強方法もだいぶ変

わったと思います。持ち帰ることも増え

てきましたが、このタブレットは伊勢崎

市の備品になっています。  

 通常使用していて故障した場合（経年

劣化など）には、伊勢崎市が修理費を負

担します。しかし、お子さんが故意に落

としてしまった、水をかけてしまった、

あるいは紛失してしまったなどの場合に

は、ご家庭に修理費を負担していただく

ことがあります。取り扱いには十分注意

するようにしてください。また、お友達

のものを壊してしまったなど、誰が修理

費を支払うのかトラブルになることも考

えられます。タブレットを持ち帰った時

には、使い方のルールだけでなく、大切

に取り扱うことについても家族で話して

みてください。  

伊勢崎市には、経済的に困難な家庭へ

の援助制度として、「就学援助費」とい

うものがあります。学校の給食費や学用

品、校外学習などにかかったお金を支援

するものです。  

 援助を受けるには、ご家族の所得金額

などの適用条件があります。年度途中で

も随時受け付けていますので、関心があ

る方は担任の先生もしくは各学校の事

務職員にお尋ねください。  

年末頃に来年度の申請書を中学２年

生までの児童生徒全員に配付します。今

年度就学援助費を受けている方も、毎年

申請が必要となりますので忘れないよ

うにしてください。  

 

 

 

 児童・生徒のみなさんが毎日過ごす学

校にはたくさんの物品があります。学校

には伊勢崎市から配分されている予算

があり、学校の施設を安全に管理し、授

業がより楽しく、充実するように物品を

購入したり修理をしたりしています。今

回はその中でも、令和５年度になってか

らあずま地区の学校で購入した「備品」

といわれる比較的高額で、長期的に使っ

ていくものについてご紹介します。  

 

視 力 検 査 器 ・ L E D 照 明 灯 （ あず ま 南 小 ） 
カ ラ ー マ ッ ト （ あ ず ま 小 ）  

靴 箱 （ あ ず ま 北 小 ）  

ミ シ ン（ あ ず ま 小） 

送 風 機 （ 小 学 校 ３ 校） 

本 棚 （ あ ず ま 中 ）  


